
日高町国民健康保険税の計算例 

(１)給与所得者の場合 

  夫(45歳)：給与収入300万円／給与所得(課税対象所得)202万円／固定資産税60,000円 

  妻(43歳)：給与収入80万円／給与所得(課税対象所得)25万円 

  子(14歳) 

  課税標準所得 ＝ 前年総所得金額等202万円 － 基礎控除 43万円 ＝ 159万円   

区部 基礎(医療)分 介護給付金分 後期高齢者支援金分 

所得割額 159万円*6.6%=104,940円 159万円*1.5%=23,850円 159万円*2.4%=38,160円 

資産割額 60,000円*20%=12,000円 60,000円*1%=600円 60,000円*4%=2,400円 

均等割額 21,000円*3名=63,000円 8,000円*2名=16,000円 7,000円*3名=21,000円 

平等割額 29,000円 8,000円 8,500円 

合計額 208,940円 48,450円 70,060円 

   

年税額 

327,300円 
＝ 

基礎(医療)分 

208,900円 
＋ 

介護給付分 

48,400円 
＋ 

後期高齢者支援金分 

70,000円 

 

(２)限度額到達の場合 

  夫(60歳)：給与収入 1,000 万円／給与所得(課税対象所得)805万円／固定資産税 150,000 円 

  妻(65歳)：年金収入 200 万円／年金所得(課税対象所得)90万円 

  （夫）課税標準所得 ＝ 前年総所得金額等 805万円 － 基礎控除 43万円 ＝ 762万円 

  （妻）課税標準所得 ＝ 前年総所得金額等 90万円 － 基礎控除 43 万円 ＝  47万円    

区部 基礎(医療)分 介護給付金分 後期高齢者支援金分 

所得割額 809万円*6.6%=533,940 円 762万円*1.5%=114,300 円 809万円*2.4%=194,160 円 

資産割額 150,000円*20%=30,000円 150,000円*1%=1,500円 150,000円*4%=6,000円 

均等割額 21,000円*2名=42,000円 8,000円*1名=8,000円 7,000円*2名=14,000円 

平等割額 29,000円 8,000円 8,500円 

合計額 634,940 円 131,800 円 222,660 円 ※限度額 

   

年税額 

986,700 円 
＝ 

基礎(医療)分 

634,900 円 
＋ 

介護給付分 

131,800円 
＋ 

後期高齢者支援金分 

220,000 円 

 

(３)年金受給者の場合(5割軽減対象世帯) 

  夫(67歳)：年金収入 170 万円／年金所得(課税対象所得)60万円／固定資産税 60,000 円 

  妻(64歳)：年金収入 50 万円／年金所得(課税対象所得)0万円 

  軽減判定(5 割) 45万円(60 万円－15 万円)≦101万円(43万円+29万円×2名) 

課税標準所得 ＝ 前年総所得金額等 60 万円 － 基礎控除 43万円 ＝ 17万円 

区部 基礎(医療)分 介護給付金分 後期高齢者支援金分 

所得割額 17万円*6.6%=11,220円  17万円*2.4%=4,080円 

資産割額 60,000円*20%=12,000円  60,000 円 4%=2,400円 

均等割額 21,000円*0.5*2 名=21,000円 8,000円*0.5*1 名=4,000円 7,000円*0.5*2 名=7,000円 

平等割額 29,000円*0.5=14,500円 8,000円*0.5=4,000円 8,500円*0.5=4,250円 

合計額 58,720 円 8,000円 17,730円 

   

年税額 

84,400円 
＝ 

基礎(医療)分 

58,700円 
＋ 

介護給付分 

8,000 円 
＋ 

後期高齢者支援金分 

17,700円 

  



(４)営業所得者の場合 

  夫(45歳)：営業収入 600 万円／営業所得(課税対象所得)200万円／固定資産税 80,000 円 

  妻(43歳)：専従者給与収入 86万円／給与所得(課税対象所得)31万円 

  子(14歳) 

  課税標準所得 ＝ 前年総所得金額等 200万円 － 基礎控除 43 万円 ＝ 157万円 

区部 基礎(医療)分 介護給付金分 後期高齢者支援金分 

所得割額 157万円*6.6%=103,620円 157万円*1.5%=23,550円 157万円*2.4%=37,680円 

資産割額 80,000円*20%=16,000円 80,000 円*1%=800円 80,000 円*4%=3,200円 

均等割額 21,000円*3名=63,000円 8,000円*2名=16,000円 7,000円*3名=21,000円 

平等割額 29,000円 8,000円 8,500円 

合計額 211,620円 48,350円 70,380円 

   

年税額 

330,200円 
＝ 

基礎(医療)分 

211,600円 
＋ 

介護給付分 

48,300円 
＋ 

後期高齢者支援金分 

70,300円 

 

(５)倒産・解雇などによって離職した場合 

  夫(45歳)：給与収入 260 万円／給与所得(課税対象所得)174万円 

倒産・解雇などによって離職した場合、前年の給与所得を 100 分の 30として計算 

174万円*30/100=52 万 2千円 

  妻(43歳)：給与収入 90 万円／給与所得(課税対象所得)35万円 

  軽減判定(5 割) 87万 2 千円≦111 万円(43万円+29 万円×2 名+10 万円×1名) 

課税標準所得 ＝ 前年総所得金額等 52 万 2千円 － 基礎控除 43 万円 ＝ 9万 2 千円 

区部 基礎(医療)分 介護給付金分 後期高齢者支援金分 

所得割額 9.2万円*6.6%=6,072円 9.2万円*1.5%=1,380 円 9.2万円*2.4%=2,208 円 

資産割額    

均等割額 21,000円*0.5*2 名=21,000円 8,000円*0.5*2 名=8,000円 7,000円*0.5*2 名=7,000円 

平等割額 29,000円*0.5=14,500 8,000円*0.5=4,000 8,500円*0.5=4,250 

合計額 41,572 円 13,380 円 13,458円 

   

年税額 

68,200円 
＝ 

基礎(医療)分 

41,500円 
＋ 

介護給付分 

13,300円 
＋ 

後期高齢者支援金分 

13,400円 

 

問い合わせ先 

本庁税務課 ℡01456-2-6184 

総合支所地域住民課 ℡01457-6-2001 


